
船舶事故調査報告書 

令和２年１１月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年４月２８日 ０９時３９分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市姫路港網干
あ ぼ し

第１区 

 網干防波堤灯台から真方位０２９°３４０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４６.３′ 東経１３４°３６.５′） 

事故の概要  液体化学薬品ばら積船東秀
とうしゅう

丸は、北進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和２年５月１２日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

液体化学薬品ばら積船 東秀丸、４９９トン 

 １４２６１２、株式会社南陽マリン 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 船底部外板に凹損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 ほぼ低潮時 

 事故の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、右舷方の私設岸壁中央付近にあ

る第２桟橋（以下「本件桟橋」という。）の前面で右転したのち出船

左舷着けとする計画で、私設岸壁前面の水路（以下「本件水路」とい

う。）を約９ノットの対地速力で手動操舵により北北西進した。 

本船は、船長が、本件水路幅が狭いように見えたので当初の計画を

変更し、本件桟橋を通り過ぎ、左転して本件桟橋に向かうこととし、

本件桟橋付近から西進する小型船舶を右転して避けたのち、黄色浮標

を右舷方に視認して北進中、浅所（以下「本件浅所」という。）に乗

り揚げた。 

本船の喫水は、船首約３.４５ｍ、船尾約４.５５ｍであった。 

船長は、本件桟橋に着桟するのが初めてであったものの僚船が何度

も着桟していたので着桟操船に支障はないと思い、海図で本件水路付

近の状況を事前に把握せずに着桟計画を変更して航行を続け、本件浅

所に乗り揚げたと本事故後に思った。 

分析 本船は、船長が、本件水路を北北西進中、船長が、本件水路付近の

状況を事前に把握しない状態で着桟計画を変更したことから、本件浅

所に向かって航行を続け、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が本件水路を北北西進中、船長が、本件水路付近の

状況を事前に把握しない状態で着桟計画を変更したため、本件浅所に

向かって航行を続け、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・船長は、初めて操船する海域で着桟する場合、事前に水路状況を

把握しておくこと。 

 


